
旭福第 2107 号 
令和２年２月 18 日 

旭区連合自治会町内会連絡協議会

会長 山岸 弘樹 様

旭区福祉保健課長

小河内 協子

令和２年７月１日付民生委員・児童委員及び

主任児童委員の欠員補充の実施について（依頼）

立春の候 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日頃より、

旭区福祉行政にご理解とご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、令和元年 12 月１日付で民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改

選では大変お世話になりました。改めて御礼申し上げます。

現在、一斉改選で候補者の推薦がいただけなかった地区で欠員が生じていま

す。

つきましては、関係する自治会町内会及び地区連合自治会町内会におかれま

しては推薦候補者の選出をしていただきますようお願い申し上げます。

 なお、関係書類一式につきましては、該当する自治会町内会長様及び地区連

合自治会町内会長様へ個別に発送させていただきます。

 最後に、旭区連合自治会町内会連絡協議会の皆様におかれましては、地域福

祉推進のため民生委員・児童委員及び主任児童委員の選出について、お力添え

をいただきますよう重ねてお願い申し上げます。

【添付資料】

令和２年 民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦について 

【問い合わせ先】

旭区福祉保健課

担当：志村 遠藤

電話：954-6101 



 

 

 

 

令和２年 民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦について 

 

民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充及び増員につきまして、各地区推薦準

備会、連合地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦していただくよう、各自治会町内会長

の御協力をお願いいたします。 

令和２年につきましては、欠員地区及び増員が必要な地区のみの推薦となり、任期は次

期一斉改選（令和４年 11 月 30 日）までとなります。 

 

１ 依頼事項 

 自治会町内会 地区連合町内会 

推薦の対象  民生委員・児童委員  主任児童委員 

推薦人の 

選任 

・自治会町内会、地区民生委員児童

委員協議会の代表の方を含め、５

人から10人以内の推薦人を選任し

てください。 

・地区連合町内会、地区民生委員児童

委員協議会の代表の方を含め、５人

から 10 人以内の推薦人を選任して

ください。 

推薦準備会

の開催 

・推薦人のうち過半数の方の出席が

必要です。自治会町内会、地区民

生委員児童委員協議会の代表の方

は必ずご出席ください。 

・推薦人のうち過半数の方の出席が必

要です。地区連合町内会、地区民生

委員児童委員協議会の代表の方は

必ずご出席ください。 

開催時期 
令和２年７月１日付け欠員補充、増員を行う地区  → 令和２年３月～４月 

令和２年 12 月１日付け欠員補充、増員を行う地区 → 令和２年６月～８月 

書類の作成 

区への提出 
・候補者の履歴書、会議録を作成のうえ、区にご提出ください。 

 

２ 推薦準備会開催にあたっての留意事項 

(1) （連合）地区推薦準備会推薦人の選出について、（連合）自治会町内会の代表の方と

地区民生委員児童委員協議会の代表の方は、必ず推薦人としてください。この両者が

出席しない場合は、（連合）地区推薦準備会が開催できないこととしておりますので、

御留意ください。 

また、推薦準備会の会議開催においては、一部の方によって意思決定に影響を与えら

れることなどがないよう、公正な運営をお願いいたします。 

(2) 候補者の選考にあたっては、資格要件（適任者、年齢要件、居住要件（資料４参照））

の確認をお願いします。 

 

３ 添付資料 

(1) 令和２年 民生委員･児童委員、主任児童委員推薦関係日程（資料１） 

(2) 民生委員・児童委員、主任児童委員推薦（委嘱）の手続（資料２） 

(3) 民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動（資料３） 

(4) 横浜市民生委員・児童委員、主任児童委員の資格要件と推薦手続（資料４） 

(5) 令和元年 12 月１日現在 民生委員・児童委員、主任児童委員現員数一覧（資料５）  

 

担当：健康福祉局地域支援課 稲垣、吉良 

電話：671-4046 FAX：664-3622 

市連会２月定例会説明資料 
令 和 ２ 年 ２ 月 1 2 日 

健 康 福 祉 局 地 域 支 援 課 



令和２年７月１日付け委嘱 令和２年１２月１日付け委嘱

①民生委員･児童委員：欠員補充及び増員 ①民生委員･児童委員：欠員補充及び増員

②主任児童委員：欠員補充及び増員 ②主任児童委員：欠員補充及び増員

　任期･･･令和２年　７月　１日から 　任期･･･令和２年１２月　１日から

　　 　　令和４年１１月３０日まで    　　　令和４年１１月３０日まで

上旬

中旬 市連会協力依頼

下旬 区連会協力依頼

上旬 連合・地区へ推薦依頼

中旬

下旬 　

上旬 　連合・地区推薦準備会開催

中旬

下旬

上旬 区より市推薦会に候補者内申

中旬 市連会協力依頼

下旬 市推薦会、市審査会開催 区連会協力依頼

上旬 厚生労働大臣あて推薦 連合・地区へ推薦依頼

中旬

下旬

上旬 令和２年７月１日付け委嘱

中旬 　 　連合・地区推薦準備会開催

下旬

上旬

中旬

下旬 区より市推薦会に候補者内申

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬 市推薦会、市審査会開催

上旬 厚生労働大臣あて推薦

中旬

下旬

上旬 令和２年12月１日付け委嘱

中旬

下旬

令和２年　民生委員･児童委員、主任児童委員推薦関係日程
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資料 1
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資料 ２

民生委員法による機関
市長委嘱（任期３年）

社会福祉法による機関
市長委嘱（任期３年）



   

民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【民生委員・児童委員、主任児童委員とは】 

○民生委員は、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な支援

を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。 

○児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、

子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。 

○主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門に担当する民生委員・児童委員です。 

○横浜市では民生委員・児童委員は 200 から 440 世帯に１人、主任児童委員は地区民生委員

児童委員協議会ごとに２人（地区の民生委員・児童委員の定数が 40 人以上の場合は３人）

としています。 

○現在は、横浜市全体で約 4,400 人の方が民生委員・児童委員（約 3,900 人）、主任児童委員

（約 500 人）として委嘱され、活動しています。 

【民生委員・児童委員の身分等】 

○厚生労働大臣から委嘱され、横浜市長が担当区域を定める無報酬の非常勤特別職の地方 

公務員です。 
○給与は支給していませんが、活動に必要な交通費等として、活動費を支給しています。 

○民生委員・児童委員は、委嘱と同時に民生委員児童委員協議会及び社会福祉協議会の会員

となり、会費をご負担いただきます。 

【民生委員・児童委員の役割】 

○日常的な見守りや訪問活動を通じて、支援が必要な方の状況を把握します。 

〇介護や子育て、日常生活の困りごとなど、地域住民の方の相談に応じ、必要な助言を行い

ます。 

〇支援を必要とする方が福祉サービスや制度を適切に利用するために必要な情報を提供しま

す。 

〇必要に応じて行政や関係機関などとのパイプ役になります。 

【民生委員・児童委員の活動】 

○地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、相談を受けます。 

○福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に提供します。 

○住民が福祉サービスを必要とした場合、区福祉保健センターや地域ケアプラザ等に連絡し、

必要な支援を行います。 

○担当地区内の住民の実態や住民福祉ニーズを把握し、適切なサービスの提供が図られる 

よう支援します。 

○住民の求める生活支援活動を行い、支援の体制を作っていきます。 

○活動を通じて得た課題や改善点について関係機関などに意見を提起します。 

【主任児童委員の活動】 

○主に、地区を担当する民生委員・児童委員と連携して学校、児童相談所等、関係機関との

連絡・調整を行います。 

〇民生委員・児童委員と連携して、子育て支援活動等を行います。 

【守秘義務】 

○民生委員・児童委員は、民生委員法で守秘義務が課せられています。 

○個別の相談等を通じて知り得た個人の秘密は、民生委員・児童委員を辞めた後も、守る 

必要があります。 

【民生委員・児童委員の地区組織】 

○概ね連合町内会の区域を単位として、当該地区の全民生委員・児童委員を構成員とする地

区民生委員児童委員協議会が組織され、関係機関との連絡・調整、情報交換、日ごろの活

動や地域の福祉課題の検討などを行っています。 

資料 ３ 



 

 
横浜市民生委員・児童委員、主任児童委員の資格要件と推薦手続 

（欠員補充・増員） 
 

 民生委員・児童委員 主任児童委員 

１．資格要件 

①適任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年齢要件 

（基準日：委嘱日

の属する年度

の４月１日） 

 

 

 

 

③居住要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新任    原則６８歳まで 

候補者の選出が困難な場合、 

７４歳まで※ 

 

◆再任・元職   ７４歳まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新任    原則５４歳まで 

候補者の選出が困難な場合、 

５８歳まで※ 

 

◆再任・元職 原則６０歳まで 

候補者の選出が困難な場合、 

６４歳まで※ 

 

 

２．任期   

３．推薦主体 

 

①設置の単位 

 

 

②構成 

 

③構成員 

（推薦人） 

 

 

 

 

 

 

 

        

地区推薦準備会 

 

主に自治会町内会を単位とします。 

 

 

推薦人５～１０人 

 

自治会町内会の代表、地区民児協の

代表、その他地域住民の福祉等に関

係のある方 

自治会町内会の代表と地区民児協

の代表は、地区推薦準備会に必ず出

席してください。 

 

 

 

 

連合地区推薦準備会 

 

主に地区連合町内会を単位します。 

（地区民児協を単位とします。） 

 

推薦人５～１０人 

 

地区連合町内会の代表、地区民児協

の代表、その他児童の福祉等に関係

のある方 

地区連合町内会の代表と地区民児

協の代表は、連合地区推薦準備会に

必ず出席してください。 

 

地域の福祉活動やボランティア活動の人材情報を幅広く集め、地

区・連合地区推薦準備会で、適任者を選出します。 

横浜市会の議員の選挙権を有する 20 歳以上の方のうち、次に掲げ

る要件に当てはまる方を選任してください。 

・ 福祉の仕事に理解と熱意があり、民生委員･児童委員（主任児童

委員）活動に時間を割くことができる方 

・ 人格識見ともに高く、円満な常識を持ち、健康である方 

・ 担当する地域に居住し、住民の信頼があり、その地域の実情を

よく知っているだけでなく、地域の誰もが気軽に相談に行ける

ような方 

・ 民生委員･児童委員（主任児童委員）の職務を遂行する際に、個

人情報の取扱いについて、十分配慮し適正な管理ができる方 

資料 ４ 

原則、担当地域内に居住する方 

３年 令和４年１１月３０日まで 



 

 民生委員・児童委員、主任児童委員共通 

４．地区推薦準備

会、連合地区推薦

準備会開催 

        

 

 

・候補者の人選 

地区推薦準備会では民生委員・児童委員を、連合地区推薦準備会では

主任児童委員候補者の人選を行い、候補者へ「候補者履歴書（指定の

様式）」の作成を依頼します。 

 

 

 

 

・推薦人の人選 

推薦準備会では推薦準備会推薦人を選出し、「地区・連合地区推薦準備

会推薦人選出報告書（指定の様式）」を作成します。 

・開催の案内 

推薦準備会の日時と場所を決定し、選出した推薦準備会推薦人の方々

にお知らせします。 

 

 

 

 

①開催条件の確認 

自治会町内会（地区連合町内会）の代表及び地区民生委員児童委員協

議会の代表が出席し、推薦人の半数以上が出席していることを確認し

ます。 

②会議の進行 

会議の座長を推薦人の互選により定め、座長は「地区・連合地区推薦

準備会推薦人の方々にお願い」を読み上げ、会議の趣旨の徹底を図り

ます。 

③審議 

 主に次の点について審議します。 

・適任者の要件を満たしているか。 

・留意事項を確認しているか。 

 ・年齢要件、居住要件を満たしているか。 

 ・個人情報の取扱いについて十分配慮し、適正な管理ができるか。 

④会議録の作成 

「地区・連合地区推薦準備会会議録（指定の様式）」を作成し、推薦人

に署名をいただきます。 

 （主な記載事項） 

 ・候補者氏名、会議の要旨、適任者としての確認事項等 

 

 

 

  

推薦準備会の終了後に、次の書類を区役所福祉保健課へ提出してくだ

さい。 

・「民生委員・児童委員候補者履歴書」「主任児童委員候補者履歴書」 

・「地区・連合地区推薦準備会会議録」 

・「地区・連合地区推薦準備会推薦人選出報告書」 

 

 

開催までの準備 

開 催 

候補者の内申 

履歴書は、推薦準備会における審議資料として使用し、それ以外

の目的には使用しないことを候補者に伝え同意を得てください。

取扱いには十分注意してください。 

会議は非公開とし、出席者は議事に関する秘密を厳守します。 



令和元年12月１日現在　民生委員・児童委員、主任児童委員現員数一覧

男 女 計 男 女 計 男 女 計

計 4,188 950 2,918 3,868 529 29 462 491 4,717 979 3,380 4,359

鶴見区 304 82 214 296 34 10 24 34 338 92 238 330

神奈川区 282 52 211 263 36 2 31 33 318 54 242 296

西区 122 30 82 112 12 0 12 12 134 30 94 124

中区 165 31 117 148 26 3 18 21 191 34 135 169

南区 252 62 167 229 33 0 32 32 285 62 199 261

港南区 261 43 196 239 30 1 29 30 291 44 225 269

保土ケ谷区 255 47 178 225 46 2 39 41 301 49 217 266

旭区 293 63 194 257 40 3 32 35 333 66 226 292

磯子区 212 41 151 192 20 1 16 17 232 42 167 209

金沢区 248 49 173 222 33 0 27 27 281 49 200 249

港北区 370 91 260 351 44 2 42 44 414 93 302 395

緑区 203 49 144 193 23 0 23 23 226 49 167 216

青葉区 298 52 225 277 32 0 30 30 330 52 255 307

都筑区 165 42 112 154 20 2 17 19 185 44 129 173

戸塚区 297 76 207 283 38 2 33 35 335 78 240 318

栄区 149 40 102 142 14 0 13 13 163 40 115 155

泉区 167 56 94 150 24 1 22 23 191 57 116 173

瀬谷区 145 44 91 135 24 0 22 22 169 44 113 157
＊定数は令和元年12月１日現在

現員数

民生委員・児童委員 主任児童委員 合計

定数
現員数

定数
現員数

定数
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